
第
五
号
様
式
（
証
票
）（
第
十
四
条
関
係
）

第
五
号
様
式
（
証
票
）（
第
十
四
条
関
係
）

（
裏
）

（
裏
）

（
道
路
運
送
車
両
法
抜
粋
）

（
道
路
運
送
車
両
法
抜
粋
）

第
75条

の
６

国
土
交
通
大
臣
は
、
第
七
十
五
条
第
八
項
、
第
七
十
五
条
の
二
第
五
項
及
び
第
七
十
五
条
の
三
第

六
項
の
規
定
の
施
行
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
第
七
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
自
動
車
の
型
式
に
つ
い

て
指
定
を
受
け
た
者
、
第
七
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
共
通
構
造
部
の
型
式
に
つ
い
て
指
定
を

受
け
た
者
若
し
く
は
第
七
十
五
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
装
置
の
型
式
に
つ
い
て
指
定
を
受
け
た
者

に
対
し
、
そ
の
業
務
に
関
し
報
告
を
さ
せ
、
又
は
そ
の
職
員
に
、
こ
れ
ら
の
者
の
事
務
所
そ
の
他
の
事
業
場
に

立
ち
入
り
、
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
、
若
し
く
は
関
係
者
に
質
問
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
75条

の
６

国
土
交
通
大
臣
は
、
第
七
十
五
条
第
七
項
、
第
七
十
五
条
の
二
第
四
項
及
び
第
七
十
五
条
の
三
第

五
項
の
規
定
の
施
行
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
第
七
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
自
動
車
の
型
式
に
つ
い

て
指
定
を
受
け
た
者
、
第
七
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
共
通
構
造
部
の
型
式
に
つ
い
て
指
定
を

受
け
た
者
又
は
第
七
十
五
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
装
置
の
型
式
に
つ
い
て
指
定
を
受
け
た
者
に
対

し
、
そ
の
業
務
に
関
し
報
告
を
さ
せ
、
又
は
そ
の
職
員
に
、
こ
れ
ら
の
者
の
事
務
所
そ
の
他
の
事
業
場
に
立
ち

入
り
、
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
、
若
し
く
は
関
係
者
に
質
問
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

第
106条

の
４

（
略
）

第
106条

の
４

（
略
）

第
111条

（
略
）

第
111条

（
略
）

（
共
通
構
造
部
型
式
指
定
規
則
の
一
部
改
正
）

第
六
条

共
通
構
造
部
型
式
指
定
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

第
五
号
様
式
（
証
票
）（
第
十
四
条
関
係
）

第
五
号
様
式
（
証
票
）（
第
十
四
条
関
係
）

（
裏
）

（
裏
）

（
道
路
運
送
車
両
法
抜
粋
）

（
道
路
運
送
車
両
法
抜
粋
）

第
75条

の
６

国
土
交
通
大
臣
は
、
第
七
十
五
条
第
七
項
及
び
第
八
項
、
第
七
十
五
条
の
二
第
四
項
及
び
第
五
項

並
び
に
第
七
十
五
条
の
三
第
五
項
及
び
第
六
項
の
規
定
の
施
行
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
第
七
十
五
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
自
動
車
の
型
式
に
つ
い
て
指
定
を
受
け
た
者
、
第
七
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特

定
共
通
構
造
部
の
型
式
に
つ
い
て
指
定
を
受
け
た
者
若
し
く
は
第
七
十
五
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定

装
置
の
型
式
に
つ
い
て
指
定
を
受
け
た
者
に
対
し
、
そ
の
業
務
に
関
し
報
告
を
さ
せ
、
又
は
そ
の
職
員
に
、
こ

れ
ら
の
者
の
事
務
所
そ
の
他
の
事
業
場
に
立
ち
入
り
、
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
、
若
し
く
は
関

係
者
に
質
問
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
75条

の
６

国
土
交
通
大
臣
は
、
第
七
十
五
条
第
八
項
、
第
七
十
五
条
の
二
第
五
項
及
び
第
七
十
五
条
の
三
第

六
項
の
規
定
の
施
行
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
第
七
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
自
動
車
の
型
式
に
つ
い

て
指
定
を
受
け
た
者
、
第
七
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
共
通
構
造
部
の
型
式
に
つ
い
て
指
定
を

受
け
た
者
若
し
く
は
第
七
十
五
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
装
置
の
型
式
に
つ
い
て
指
定
を
受
け
た
者

に
対
し
、
そ
の
業
務
に
関
し
報
告
を
さ
せ
、
又
は
そ
の
職
員
に
、
こ
れ
ら
の
者
の
事
務
所
そ
の
他
の
事
業
場
に

立
ち
入
り
、
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
、
若
し
く
は
関
係
者
に
質
問
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

第
106条

の
４

（
略
）

第
106条

の
４

（
略
）

第
111条

（
略
）

第
111条

（
略
）

規

則

令和元年 月 日 金曜日 (号外第 号)官 報

（
自
動
車
型
式
指
定
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
七
条

自
動
車
型
式
指
定
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
三
十
年
国
土
交
通
省
令
第
七
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条

削
除

附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
、
第
四
条
及
び
第
六
条
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
十
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
一
号

元
号
を
改
め
る
政
令
（
平
成
三
十
一
年
政
令
第
百
四
十
三
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
関
係
法
令
の
規
定
に
基
づ
き
、
及
び
内
閣
総
理
大
臣
の
所
管
に
属
す
る
公
益
信
託
の
引
受
け
の
許
可
及
び
監
督
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
昭
和
五
十
五
年
総
理

府
令
第
四
十
二
号
）
を
実
施
す
る
た
め
、
刑
事
訴
訟
法
第
百
八
十
九
条
第
一
項
お
よ
び
第
百
九
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
司
法
警
察
員
等
の
指
定
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
元
年
五
月
二
十
四
日

国
家
公
安
委
員
会
委
員
長

山
本

順
三



刑
事
訴
訟
法
第
百
八
十
九
条
第
一
項
お
よ
び
第
百
九
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
司
法
警
察
員
等
の
指
定
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
刑
事
訴
訟
法
第
百
八
十
九
条
第
一
項
お
よ
び
第
百
九
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
司
法
警
察
員
等
の
指
定
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

刑
事
訴
訟
法
第
百
八
十
九
条
第
一
項
お
よ
び
第
百
九
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
司
法
警
察
員
等
の
指
定
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
地
方
警
務
官
の
懲
戒
の
取
扱
に
関
す
る
規
程
の
一
部
改
正
）

第
二
条

地
方
警
務
官
の
懲
戒
の
取
扱
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
二
十
九
年
国
家
公
安
委
員
会
規
程
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

令和元年 月 日 金曜日 (号外第 号)官 報



改

正

後

改

正

前

令和元年 月 日 金曜日 (号外第 号)官 報



（
銃
器
弾
丸
類
取
扱
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条

銃
器
弾
丸
類
取
扱
規
則
（
昭
和
三
十
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

令和元年 月 日 金曜日 (号外第 号)官 報



（
偽
造
通
貨
取
扱
規
則
の
一
部
改
正
）

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

第
四
条

偽
造
通
貨
取
扱
規
則
（
昭
和
三
十
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令和元年 月 日 金曜日 (号外第 号)官 報



（
犯
罪
捜
査
規
範
の
一
部
改
正
）

第
五
条

犯
罪
捜
査
規
範
（
昭
和
三
十
二
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和元年 月 日 金曜日 (号外第 号)官 報



改

正

後

改

正

前

令和元年 月 日 金曜日 (号外第 号)官 報



（
警
察
官
等
け
ん
銃
使
用
及
び
取
扱
い
規
範
の
一
部
改
正
）

第
六
条

警
察
官
等
け
ん
銃
使
用
及
び
取
扱
い
規
範
（
昭
和
三
十
七
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
及
び
機
械
警
備
業
務
管
理
者
に
係
る
講
習
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
七
条

警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
及
び
機
械
警
備
業
務
管
理
者
に
係
る
講
習
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
八
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

令和元年 月 日 金曜日 (号外第 号)官 報



改

正

後

改

正

前

令和元年 月 日 金曜日 (号外第 号)官 報



（
国
家
公
安
委
員
会
の
所
管
に
属
す
る
公
益
信
託
の
引
受
け
の
許
可
及
び
監
督
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
八
条

国
家
公
安
委
員
会
の
所
管
に
属
す
る
公
益
信
託
の
引
受
け
の
許
可
及
び
監
督
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
九
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
警
察
官
等
特
殊
銃
使
用
及
び
取
扱
い
規
範
の
一
部
改
正
）

第
九
条

警
察
官
等
特
殊
銃
使
用
及
び
取
扱
い
規
範
（
平
成
十
四
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

令和元年 月 日 金曜日 (号外第 号)官 報



（
警
備
員
等
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
条

警
備
員
等
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
七
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
二
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

令和元年 月 日 金曜日 (号外第 号)官 報



改

正

後

改

正

前

令和元年 月 日 金曜日 (号外第 号)官 報



令和元年 月 日 金曜日 (号外第 号)官 報



令和元年 月 日 金曜日 (号外第 号)官 報



（
犯
罪
に
よ
る
収
益
の
移
転
防
止
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
基
づ
く
事
務
の
実
施
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

第
十
一
条

犯
罪
に
よ
る
収
益
の
移
転
防
止
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
基
づ
く
事
務
の
実
施
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
九
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令和元年 月 日 金曜日 (号外第 号)官 報



令和元年 月 日 金曜日 (号外第 号)官 報



令和元年 月 日 金曜日 (号外第 号)官 報



令和元年 月 日 金曜日 (号外第 号)官 報



（
国
家
公
安
委
員
会
の
委
員
長
及
び
委
員
の
身
分
証
明
書
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
二
条

国
家
公
安
委
員
会
の
委
員
長
及
び
委
員
の
身
分
証
明
書
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
九
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
オ
ウ
ム
真
理
教
犯
罪
被
害
者
等
を
救
済
す
る
た
め
の
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
三
条

オ
ウ
ム
真
理
教
犯
罪
被
害
者
等
を
救
済
す
る
た
め
の
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
十
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
二
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

令和元年 月 日 金曜日 (号外第 号)官 報



改

正

後

改

正

前

令和元年 月 日 金曜日 (号外第 号)官 報



令和元年 月 日 金曜日 (号外第 号)官 報



令和元年 月 日 金曜日 (号外第 号)官 報



（
国
家
公
安
委
員
会
に
お
け
る
特
定
秘
密
の
保
護
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
四
条

国
家
公
安
委
員
会
に
お
け
る
特
定
秘
密
の
保
護
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
六
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

令和元年 月 日 金曜日 (号外第 号)官 報



改

正

後

改

正

前

令和元年 月 日 金曜日 (号外第 号)官 報



令和元年 月 日 金曜日 (号外第 号)官 報



令和元年 月 日 金曜日 (号外第 号)官 報



令和元年 月 日 金曜日 (号外第 号)官 報



令和元年 月 日 金曜日 (号外第 号)官 報



令和元年 月 日 金曜日 (号外第 号)官 報



附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

令和元年 月 日 金曜日 (号外第 号)官 報


